
別添２ 
 

中間前金払制度の活用促進について 
 
 
 「中間前金払」と「部分払」については、契約締結時に請負業者が選択するこ

とになっており、一度選択すると、その後の変更はできませんでした。 
今回、両制度の活用を促進するため、契約締結後の変更ができるよう取扱いを

改正しました。 
中間前金払制度は、部分払に比べて支払い事務が簡単になっています。ただし、

保証事業会社の保証が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中間前金払制度の概要 
 

１ 支払い要件 
  次の要件をすべて満たしている場合です。 

①  工期が２分の１を経過していること。 
②  工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされ

ている作業が行われていること。 
③  既に行われた作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相

当するものであること。（出来高が５０％以上であること） 
④  既に前払金が支払い済であること。 

 
２ 中間前金払の金額 
  請負代金額の１０分の２以内 
 
３ 中間前金払と部分払の選択 
  中間前金払と部分払は、契約締結時に選択することになっています。 
  一度選択した後も変更できますが、既に中間前金払又は部分払を請求した場

合は対象となりませんのでご注意ください。 
  なお、天候不良などのやむを得ない理由により繰越しとなる場合や債務負担

行為（継続費も含む）に係る工事は部分払を請求できる場合があります。 
 
４ 認定の手続き 
  認定請求書及び工事履行報告書などにより認定を行います。 

支払いにあたっては、保証事業会社の保証証書が必要となりますが、原則と

して現地確認などは行いません。 
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中間前金払の手続き 
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入   札 

落札者の決定 

契約書作成 

中間前金払及び部分払のいずれかを選

択（契約締結前に提出） 

契約締結 前 金 払 
（請負代金額の１０分の４以内） 

認定請求書・工事履行報告書の提出 
① 工期が２分の１を経過していること。 
② 工程表により工期の２分の１を経過するま

でに実施すべきものとされている作業がお

こなわれていること。 
③ 既に行われた作業に要する経費が請負代金

額の２分の１以上の額に相当するものであ

ること。（出来高が５０％以上であること） 
④ 既に前払金が支出済であること。 

変更契約 

部分払からの選

択変更の申し出

（契約締結前に

提出） 

申請内容の確認 

認定調書 
中間前金保証の申し込み 

 
 

中間前金払申請書 中間前金の支払い 

部分払選択から
変更する場合 

 
 
 
変更しない場合 

既に部分払を請求した後の変更

はできません。 


